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は じ め に 

 

障害のある人を取り巻く動向については、平成 18 年に施行され

た「障害者自立支援法」により、身体障害、知的障害、精神障害の

３障害が同じ法律の下で支援を受けることになり、平成 25 年には

地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講

ずるための「障害者総合支援法」が施行されました。 

本市では、平成 23 年４月から「福生市地域自立支援協議会」において、障害者及び障

害児の地域における自立した生活の支援や障害者福祉の課題を検討していくとともに障

害のある人を支えるネットワークの構築を図りました。平成 24 年４月からは、高次脳機

能障害者支援員を配置し、相談支援の充実に努めるとともに、同年 10 月障害者虐待防止

法の施行に伴い「福生市障害者虐待防止センター」を障害福祉課内に設置し、様々な取

組を積極的に進めてまいりました。 

 この度、平成 27 年度から平成 29 年度までを対象期間とする「福生市障害者計画・第

４期障害福祉計画」では、国や東京都の動向を踏まえ、障害児に対する取組にも注目し

ました。障害のある人に関する取組をより一層強化・充実させ、効果的かつ効率的に進

め、人にやさしいノーマライゼーション社会を実現していくためには、この計画に沿っ

て、市民の皆様をはじめ、障害当事者を支援するボランティア、事業所、教育機関等の

関係者が行政とともに、一丸となって連携、協働しながら、障害福祉を着実に推進して

いくことが重要になります。 

結びに、本計画の策定にあたり貴重な御意見、御提言をいただきました「福生市地域

福祉推進委員会」委員の皆様をはじめ、策定の前段として実施したアンケート調査に御

協力をいただきました市民の皆様、「福生市地域自立支援協議会」を含む関係者の方々に

心から感謝を申し上げます。 

 

平成 27 年３月 

 

福生市長  加 藤 育 男 
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